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は じ め に

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度

を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。

一方で、急速な高齢化が進む中、国民医療費は 兆円に達し、都民医療費も

兆 千億円を超える規模となっています。いわゆる団塊の世代が 歳以上となる

令和７年にかけて 歳以上の人口が増加した後、東京都の人口は令和 年頃から

減少に転じますが、 歳以上の高齢者人口はその後も増加を続けるなど高齢化が

さらに進み、医療費も増大していくことが見込まれます。

医療費適正化計画は、こうした状況を踏まえ、持続可能な医療保険制度の確保を

図るため、都民の生活の質を維持、向上しつつ、医療費が過度に増大しないように

していくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保することを

目指すものであり、「生活習慣病の予防と都民の健康の保持増進」及び「医療の効

率的な提供の推進」の２つの視点から、取組の方向性を定めています。

平成 年度から、東京都は、区市町村とともに国民健康保険の保険者となり、

財政運営の責任主体として、都民の健康づくりや医療提供体制の確保等に加え、医

療費適正化の推進など、保険者機能を発揮していくことが求められています。

東京都は、保険者、区市町村、医療関係者等と連携しながら、本計画に定める医

療費適正化の取組を着実に推進してまいります。

令和６年３月 
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